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別紙 

 

１ 対象事業の概要 

(1) 事業者の名称等 

名 称：ＪＦＥスチール株式会社（以下「事業者」といいます。） 

代表者：代表取締役社長 柿木 厚司 

所在地：東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 

 

(2) 対象事業の名称及び種類 

名 称：ＪＦＥ扇島火力発電所更新計画（以下「本事業」といいます。） 

種 類：発電設備の新設を伴う火力発電所の変更の工事（環境影響評価法に規定する第一種事

業） 

 

(3) 対象事業実施区域 

神奈川県川崎市川崎区扇島１番地１ 

ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜地区）の敷地内 

 

(4) 事業の目的 

ＪＦＥ扇島火力発電所の１号機（昭和 51 年に運転開始）については、長年にわたってＪＦＥ

スチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）内で発生する副生ガスで発電を行ってきましたが、

老朽化が進んでいることから更新が必要となりました。 

既設の１号機の更新においては、現在のボイラー焚き汽力発電方式よりも高効率なコンバイ

ンドサイクル発電方式を採用することにより、より一層のエネルギー利用の効率化を図る計画

としています。 

 

(5) 事業の内容 

本事業では、既設の１号機（ボイラー焚き汽力発電方式）13.5 万キロワットを廃止し、新 1

号機（コンバインドサイクル発電方式）25 万キロワット級の発電設備を新たに設置することと

しています。これにより、発電設備の熱効率は、現在の約 37％から約 45％に向上します。 
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燃料としては、製鉄所内で発生する副生ガスを主に使用し、補助燃料として都市ガスを使用

します。本事業により、運転開始後の温排水や大気汚染物質による環境負荷を現状以下に抑制

するとともに、冷却水の取放水設備や送電線などの既存設備を最大限活用することにより、工

事に伴う環境負荷も極力抑制する計画としています。併せて、熱効率の向上により、製鉄所で

使用する電力に伴って排出される温室効果ガスを低減させることができるとしています。 

 

２ 地域の特性 

本事業に係る対象事業実施区域は京浜工業地帯の一角に位置し、東京湾内の埋立地である扇島

の中にあり、横浜市境とは隣接しています。 

対象事業実施区域の用途地域は工業専用地域に指定され、当該区域から住居系の用途地域まで

は２キロメートル以上離れていますが、燃料の燃焼によって発生した窒素酸化物等の大気汚染物

質が広範囲に拡散することや、周辺には多数の火力発電所が稼働中あるいは稼働が予定されてい

ることなどから、本事業における設備の稼働においては、各場面で環境へ配慮することが求めら

れます。 

なお、横浜市内で、本事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象事業

実施区域から半径 10 キロメール圏内に位置する鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区及び港北区

とされています。 

 

３ 審査意見 

環境影響評価の実施に当たっては、事業の内容及び地域の特性を考慮し、方法書に記載された

事項に加え、次に示す事項に留意する必要があります。 

 

(1) 事業計画 

ア 図書の記載や地域住民への説明に当たっては、具体的な数値を用いる等、出来る限り科学

的な説明を心掛ける必要があります。 

イ 環境保全措置の検討に当たっては、現在の技術水準を活かして環境影響の回避又は低減に

努める必要があります。 
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(2) 環境影響評価項目 

ア 全般的事項 

  予測及び評価の際には、本事業で新設する新１号機単独の影響に限らず、既設の２号機か

ら４号機までの影響も適切に含めて実施する必要があります。 

イ 大気質 

   (ｱ) 既設の１号機から３号機までの煙突は、それぞれの煙突を一箇所に集合させた設計とな

っていますが、本事業により新設される新１号機の煙突は、既設の１号機のものと位置が

異なることから、既設の２号機及び３号機の排煙状況に変化を生じると思われるので、こ

のことを考慮して予測及び評価を実施する必要があります。 

   (ｲ) 操業パターンの変化による発電設備への副生ガス供給量の変動を整理し、準備書に記載

するとともに、それぞれの環境負荷の程度を考慮して予測及び評価を実施する必要があり

ます。 

  ウ 水質 

    本事業の施設の稼働に伴う温排水の影響に係る予測の評価を行う際には、現状との比較に

加えて、本事業の影響を受けていない地点との比較も実施する必要があります。 

  エ 動物・植物 

   (ｱ) 海生動植物に係る予測の手法として、類似事例の引用又は解析による予測を用いる場合

は、類似事例として採用した根拠を明確にし、その内容を準備書に記載する必要がありま

す。 

   (ｲ) 海生動植物に係る予測及び評価の結果、本事業の影響が認められる場合には、その環境

影響を最大限に回避又は低減するよう配慮し、環境保全措置を検討する必要があります。 

  オ 生態系 

    本事業により失われる緑地の面積を最小化するよう検討するとともに、代替地を計画する

際には、既存の池及び緑地を有効活用し、有機的なつながりを持ったものとするよう最大限

に配慮して検討する必要があります。その結果は、準備書に記載する必要があります。 

 

(3) その他 

ア フレアスタックの設置目的を明らかにするとともに、当該設備を使用した際の排出ガスの

性状及び排出時間を整理し、準備書に記載する必要があります。 
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イ 本事業で建設する発電設備等の液状化対策について、準備書に記載する必要があります。 

ウ 本事業は、温排水を現状よりも増加させないため、新たな冷却塔を設置するとしています。

これにより、冷却塔から大気中へ熱が放出されますが、その程度について、本事業の熱収支

や文献等を用いて説明し、準備書に記載する必要があります。 

 


